
 

2008年2月13日 
イオン株式会社 

 

純粋持株会社移行に関する件 

 

 

  当社は、2008年2月13日開催の取締役会において、2008年8月に純粋持株会社体制へ移行

することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

  移行に関しては、2008 年 5 月に開催予定の当社定時株主総会決議による承認、及び必要に  

応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施します。 

 

【記】 
 

１． 背景と目的 

当社を取り巻く状況は大きく変化してきており、連結営業収益は 4 兆 8,000 億円を超え、  

「グループ規模の拡大」「業容の多様化」が進んでおります。また、「金融事業」「海外事業」を

はじめとする、新たな成長領域の立ち上げや加速化が進行しております。 

次の成長ステージに円滑に移行し、更なるグループ全体の企業価値の向上を目指すため、  

グループマネジメント体制の改革が急務な状況にあると認識しております。 
 

このようなグループを取り巻く状況の変化に対処するため、「新たなグループ成長モデルの構

築」「事業再構築の実行」「『集中と分権』の更なる強化」を確実に実現することを目的とし、2008

年8月に純粋持株会社体制へ移行いたします。 
 

２． 移行要旨 

（１）分割方式（予定） 

イオン株式会社を分割会社として、事業部分（GMS 事業、SM 事業、DV 事業、その他    

専門事業等）の会社分割による子会社化を行う予定です。 
 

（２）会社分割のスケジュール（予定） 

    2008年4月 7日 取締役会承認 
        5月15日 株主総会決議 

8月21日 効力発生日 

 

３． その他 

その他事項につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 
 

以上 


